
◇
本
大
会
の
目
的

１
．
「
平
日
深
夜
の
手
当
て

支
給
」
「
フ
ル
タ
イ
ム
再
任

用
･
短
時
間
勤
務
者
ワ
ン
ラ
ン

ク
ア
ッ
プ
」
な
ど
の
要
求
前

進
に
確
信
を
持
ち
、
今
後
の

課
題
を
明
確
に
す
る
。

２
．
職
場
の
課
題
や
問
題
の

根
幹
で
あ
る
増
員
要
求
の
実

現
と
職
場
環
境
改
善
の
方
針

の
確
立
。

３
．
｢
国
民
の
た
め
の
公
共
事

業
｣
の
執
行
の
た
め
、
業
務
内

容
・
体
制
の
あ
り
方
を
議
論

し
確
認
。

４
．
課
題
を
前
進
さ
せ
る
最

大
の
保
障
で
あ
る
組
織
拡
大
。

１
０
０
０
名
組
織
建
設
の
意

思
統
一
。

◇
私
た
ち
を
取
り
巻
く

情
勢
の
特
徴

政
治
と
経
済

安
倍
自
公
政
権
は
、
｢
戦
争

関
連
の
法
」
の
施
行
の
閣
議

決
定
を
行
い
ま
し
た
。
憲
法

改
悪
と
日
本
人
が
殺
し
殺
さ

れ
る
道
に
強
引
に
引
き
込
ま

れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
大

企
業
を
後
押
し
し
て
経
済
の

好
循
環
を
め
ざ
す
安
倍
自
公

政
権
の
大
企
業
の
利
益
優
先

の
姿
勢
が
浮
き
彫
り
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
「
果
実
」

が
家
計
に
回
っ
て
い
な
い
の

が
実
情
で
す
。

さ
ら
に
安
倍
政
権
の
言
論

弾
圧
の
姿
勢
で
す
。
テ
レ
ビ

局
に
「
停
波
」
を
命
じ
る
可

能
性
に
言
及
し
た
り
、
ま
さ

に
政
権
に
よ
る
｢
言
論
弾
圧
｣

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

職
場
を
取
り
巻
く
情
勢

国
民
生
活
よ
り
も
財
界
の

利
益
を
優
先
す
る
が
為
に
、

本
来
国
が
責
任
を
持
っ
て
や

る
べ
き
公
共
事
業
が
民
間
に

切
り
売
り
さ
れ
る
と
い
う
状

況
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
為
、
私
た
ち
の
職
場
は
、

公
務
員
賃
金
抑
制
方
針
と
相

ま
っ
て
、
「
賃
金
も
減
ら
す

し
、
組
織
も
職
員
も
減
ら
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、

事
務
所
・
出
張
所
の
係
長
ポ

ス
ト
に
３
０
０
名
以
上
の
空

ポ
ス
ト
が
発
生
、
本
来
職
員

が
執
行
す
べ
き
業
務
の
多
く

が
｢
支
援
業
務
｣
に
よ
っ
て
外

注
さ
れ
、
こ
う
し
た
委
託
な

し
で
は
業
務
が
回
っ
て
い
か

な
い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

２
０
１
５
年
度
人
事

院
勧
告
の
取
り
組
み

今
回
の
勧
告
で
は
、
月
例

給
、
一
時
金
と
も
に
２
年
連

続
プ
ラ
ス
と
な
り
、
俸
給
表

の
水
準
は
１
４
６
９
円
（
０

・
３
６
％
）
の
改
善
、
一
時

金
は
０
・
１

カ
月
分
の
改
善

と
な
っ
て
い
ま
す
。

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の

導
入
で
は
、
内
閣
人
事
局
と

の
団
体
交
渉
で
｢
強
制
し
な
い

こ
と
を
文
書
等
に
て
通
知
す

る
｣
の
回
答
を
勝
ち
取
り
、
各

省
宛
に
｢
職
員
に
申
告
を
強
制

し
な
い
こ
と
｣
等
の
文
書
が
発

出
さ
れ
、
ユ
ニ
オ
ン
と
の
団

体
交
渉
で
の
回
答
が
反
映
さ

れ
て
い
ま
す
。

公
務
員
産
別
要
求
実

現
に
向
け
た
運
動

再
任
用
の
格
付
け
改
善

２
０
０
４
年
度
か
ら
導
入

さ
れ
た
再
任
用
制
度
は
、
旧

建
設
省
の
職
場
で
は
、
格
付

け
は
全
員
２
級
格
付
け
で
し

た
が
、
管
理
職
経
験
者
に
「
指

導
員
」
「
指
導
官
」
ポ
ス
ト

を
新
設
さ
せ
、
３
、
４
級
格

付
け
を
実
現
し
、
２
０
１
６

年
度
は
、
「
主
任
指
導
官
」
、

５
級
格
付
け
を
実
現
し
て
い

ま
す
。
管
理
職
で
定
年
退
職

し
た
職
員
は
、
全
員
（
再
任

用
在
職
者
全
員
）
が
４
級
以

上
の
格
付
け
と
な
り
ま
し
た
。

業
務
執
行
改
善
の
取
り

組
み今

年
度
は
、
増
員
に
向
け

て
の
政
策
委
員
会
を
立
ち
上

げ
本
大
会
で
｢
組
織
と
人
員
の

あ
り
方
｣（
素
案
）
を
発
表
し
、

職
場
で
の
議
論
で
内
容
を
補

強
し
て
い
き
ま
す
。

増
員
要
求
に
つ
い
て

1

昨
年
度
の
大
会
で
、
「
増

員
元
年
」
と
位
置
づ
け
、
今

後
の
運
動
で
「
増
員
」
を
目

指
す
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

「
増
員
元
年
」
の
昨
年
は
、

職
場
世
論
の
形
成
と
予
算
定

員
と
実
定
員
の
差
を
埋
め
る
」

事
を
重
点
と
し
て
取
り
組
み

ま
し
た
。
結
果
、
国
土
交
通

省
全
体
の
減
員
数
の
大
半
の

２
１
２
名
が
地
方
整
備
局
で

減
員
、
国
土
地
理
院
も
７
名

の
減
員
が
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

減
員
数
は
昨
年
度
か
ら
、
減

少
し
ま
し
た
。

管
理
職
員
特
別
勤
務

手
当長

年
の
要
求
で
あ
っ
た
管

理
職
の
深
夜
勤
務
手
当
に
つ

い
て
２
０
１
５
年
度
４
月
か

ら
そ
の
運
用
が
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
「
１
時
間
を

満
た
な
い
事
例
」
「
在
宅
勤
務

の
事
例
」
な
ど
は
す
べ
て
本

省
を
通
じ
て
人
事
院
に
協
議

す
る
と
し
て
職
場
に
混
乱
を

持
ち
込
ん
で
い
ま
す
。
支
部

で
人
事
院
地
方
事
務
局
な
ど

と
折
衝
を
強
化
し
た
結
果
、

「
在
宅
」
勤
務
以
外
に
つ
い

て
は
、
場
所
と
時
間
の
制
約

を
取
り
払
い
、
支
給
範
囲
の

拡
大
を
実
現
し
て
い
ま
す
。

フ
ル
タ
イ
ム
再
任

用
実
現
の
運
動

国
土
地
理
院
で
フ
ル
タ
イ

ム
再
任
用
実
現
、
地
整
で
短

時
間
勤
務
者
の
ワ
ン
ラ
ン
ク

ア
ッ
プ
実
現
、
勤
務
日
数
の

選
択
制
等
を
実
現
。
こ
れ
ら

は
、
ユ
ニ
オ
ン
の
｢
閣
議
決
定

違
反
｣
｢
人
勧
無
視
｣
｢
定
員
事

情
の
矛
盾
｣
な
ど
の
追
及
と
各

職
場
か
ら
｢
働
き
が
い
と
処
遇

改
善
｣
を
求
め
た
結
果
で
す
。
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定
員
削
減
で
は
な
く
、
増
員
に
転
じ
る
職
場
に

職
場
か
ら
の
積
み
上
げ
で
増
員
を
勝
ち
取
ろ
う

国
土
交
通
省
管
理
職
ユ
ニ
オ
ン
は
、
２
０
１
６
年
５
月
２

８
日
（
土
）
～
２
９
日
（
日
）
の
２
日
間
、
第
１
９
回
定
期
全

国
大
会
を
愛
知
県
豊
橋
市
に
お
い
て
開
催
し
ま
す
。

本
号
に
て
、
議
案
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
を
紹
介
し
ま
す
。

２
０
１
５
年
度

運
動
の
経
過

と
総
括

１
，
０
０
０
名

組
織
の
建
設
を

２０１４年度２０１５年度 増減 ２０１６年度 増減
地方整備局 19,775 19,518 -257 19,306 -212
国土地理院 695 689 -6 681 -7
海上保安庁 13,208 13,422 214 13,552 100

一般職員予算定員比較

特会除く、地方整備局には港湾含む
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昇
格
改
善
の
運
動

ユ
ニ
オ
ン
は
誰
で
も
５
５

歳
ま
で
に
６
級
昇
格
め
ざ
し

て
定
数
改
善
や
職
責
の
評
価

を
見
直
す
こ
と
を
人
事
院
や

国
土
交
通
省
当
局
に
要
求
を

し
て
い
ま
す
。

そ
の
結
果
、
５
級
の
定
数

に
つ
い
て
は
、
平
成
２
２
年

度
か
ら
５
級
定
数
の
改
善
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

建
設
産
業
に
働
く

仲
間
と
共
に

「
入
札
契
約
法
」
「
建
設
業

法
」
「
公
共
工
事
の
品
質
確

保
法
」
の
三
法
が
２
０
１
５

年
度
か
ら
本
格
運
用
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
労
務
単
価
の
見

直
し
は
、
１
２
年
度
比
で
３

４
％
以
上
上
が
っ
て
い
る
の

に
対
し
、
上
昇
率
は
３
・
６

％
に
と
ど
ま
り
、
現
場
労
働

者
の
賃
上
げ
に
は
回
っ
て
い

な
い
実
態
が
あ
り
ま
す
。
今

回
の
「
担
い
手
三
法
」
の
施

行
が
、
か
つ
て
の
「
建
退
共

制
度
の
普
及
運
動
」
の
よ
う

に
、
発
注
機
関
、
特
に
「
主

任
監
督
員
」
と
し
て
の
関
わ

り
方
な
ど
業
界
や
職
場
の
業

務
執
行
体
制
の
改
善
に
つ
な

が
る
よ
う
検
討
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

◇
運
動
を
進
め
る
基
本

第
一
、
管
理
職
が
仕
事
と
生

活
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
を

保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
、
退
職
後
の
生
活
も
、

安
定
的
に
普
通
の
生
活
が

営
め
る
よ
う
に
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

第
三
、
仕
事
に
誇
り
を
持
ち

充
実
し
た
生
活
を
送
り
た

い
。

第
四
、
国
土
交
通
省
（
旧
建

設
省
）
と
公
共
事
業
が
、

国
民
に
と
っ
て
必
要
な
存

在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、

社
会
的
に
強
く
望
ま
れ
る

よ
う
に
し
た
い
。

の
四
点
を
掲
げ
、
そ
の
実
現

の
た
め
、
運
動
を
進
め
て
い

き
ま
す
。

国
家
公
務
員
の
中
で
唯
一

の
管
理
職
組
合
と
し
て
、
そ

の
責
任
と
誇
り
を
持
ち
、
引

き
続
き
格
調
高
く
ユ
ニ
オ
ン

の
活
動
を
展
開
し
ま
す
。

国
民
の
期
待
に
応
え
る

事
業
執
行
を
目
指
し
て

近
年
数
多
く
発
生
し
て
い

る
大
規
模
災
害
か
ら
国
民
の

｢
安
全
・
安
心
を
守
る
｣
た
め
、

ま
た
、
厳
し
い
国
家
予
算
の

中
で
「
無
駄
な
公
共
事
業
」

と
国
民
か
ら
批
判
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
事
業
執
行
を
目
指

す
た
め
、
以
下
の
項
目
の
改

善
を
目
指
し
ま
す
。

・
必
要
な
要
員
を
職
員
で
確

保
す
る
こ
と
。

・
国
の
直
轄
管
理
施
設
で
の

維
持
・
管
理
等
に
関
わ
る
責

任
に
つ
い
て
は
、
組
織
の
責

任
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
、

個
人
責
任
の
生
じ
な
い
管
理

体
制
を
確
立
す
る
こ
と
。

増
員
実
現
、
健
康
と

家
庭
を
守
る
業
務
執

行
体
制
確
立
の
運
動

連
年
に
わ
た
る
大
幅
な
定

員
削
減
は
、
職
場
に
多
く
の

問
題
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

ユ
ニ
オ
ン
は
、
｢
仕
事
の
進
め

方
｣
を
見
直
す
と
同
時
に
、
職

場
環
境
を
改
善
し
、
職
員
の

健
康
と
家
庭
を
守
る
た
め
に
、

次
の
運
動
を
取
り
組
み
ま
す
。

・
増
員
要
求
実
現

・
職
場
に
｢
パ
ワ
ハ
ラ
撲
滅
の

ル
ー
ル
確
立
｣

・
超
勤
時
間
を
一
週
間
１
０

時
間
、1

ヶ
月
間
４
０
時

間
､
年
間
３
６
０
時
間
を
限

度
す
る
こ
と
。

・
今
大
会
で
は
、
｢
組
織
と
人

員
の
あ
り
方
｣
（
素
案
）
を
発

表
し
、
職
場
で
の
議
論
で
内

容
を
補
強
し
て
い
き
ま
す
。

６
０
歳
以
降
の
働
き

方
に
つ
い
て

定
年
後
の
年
金
支
給
ま
で

の
接
続
は
、
再
任
用
で
は
な

く
定
年
延
長
に
よ
る
こ
と
を

基
本
（
本
人
の
選
択
に
よ
る
）

と
し
て
要
求
し
て
い
き
ま
す
。

フ
ル
タ
イ
ム
再
任
用
や
処

遇
改
善
に
加
え
｢
働
き
が
い
の

あ
る
業
務
｣
を
求
め
て
｢
国
会

議
員
や
本
省
、
人
事
院
・
内

閣
人
事
局
に
対
す
る
全
国
規

模
の
上
京
団
を
実
施
し
ま
す
。

第
１
０
回
管
理
職
員
等

ア
ン
ケ
ー
ト
の
取
組

管
理
職
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、

ユ
ニ
オ
ン
が
、
本
省
、
地
方

整
備
局
、
国
土
地
理
院
等
に

勤
務
す
る
管
理
職
員
等
を
対

象
に
、
１
９
９
８
年
の
結
成

以
来
、
２
年
に
１
回
実
施
し

て
い
る
も
の
で
今
回
が
１
０

回
目
と
な
り
ま
す

昇
格
改
善
に
関
す
る

要
求

・
事
務
所
長
並
み
の
評
価
替

え
を
行
い
、
各
ポ
ス
ト
の
６
、

７
級
定
数
を
拡
大
す
る
こ
と
。

・
局
課
長
・
事
務
所
副
所
長

の
７
級
定
数
を
大
幅
に
拡
大

す
る
こ
と
。

・
全
国
の
「
品
確
課
長
」
を

６
級
格
付
け
す
る
こ
と
。

・
地
理
院
の
「
特
別
な
機
関
」

と
し
て
の
格
付
け
を
明
確
に

す
る
と
同
時
に
、
本
院
･
地
方

測
量
部
課
長
の
６
級
定
数
を

確
保
･
拡
大
す
る
こ
と
。

管
理
職
特
別
勤
務
手
当

等
改
善
に
関
す
る
要
求

手
当
の
額
や
対
象
時
間
帯

な
ど
に
ま
だ
不
十
分
な
内
容

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
「
管

理
職
員
特
別
勤
務
手
当
」
に

つ
い
て
も
そ
の
運
用
に
縛
り

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続

き
手
当
の
改
善
に
向
け
要
求

し
て
い
き
ま
す
。

労
使
関
係
に
関
す
る

要
求

・
団
体
交
渉
は
７
月
期
、
１

２
月
期
の
年
２
回
の
開
催

を
求
め
ま
す
。

・
官
房
長
と
の
会
見
（
交
渉
）

は
時
間
を
拡
大
し
、
予
算

要
求
前
で
の
実
施
を
求
め

ま
す
。

・
差
別
、
格
差
の
解
消
を
追

求
し
ま
す
。

職
場
で
の
議
論
で
補
強
を
行
う
道
し
る
べ

「
組
織
と
人
員
の
あ
り
方
（
素
案
）
」
の
発
表

２
０
１
６
年
度

運
動
方
針（
案
）

２
０
１
６
年
度

重
点
要
求

と
運
動

全
国
規
模
の

上
京
団
の
取
組


